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第１章 計画の策定にあたって

１．計画策定の趣旨

平成１１（１９９９）年に公布施行された「男女共同参画社会基本法」では、少子高齢

化の進行等、我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していくために必要な事項とし

て、「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関わらず、その個

性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現」を掲げ、社会のあらゆ

る分野において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進することが重要である

としています。また、奈良県においては平成１３（２００１）年に「奈良県男女共同参画

推進条例」を制定し、男女共同参画社会の実現に向けて、様々な取組が進められていま

す。しかし、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強

く、家庭、地域、職場など社会のあらゆる場において、解決すべき課題が残されているの

が現状です。また、性に基づく被害や差別も存在しています。本町総合計画策定時に実施

した町民ニーズ調査においても、男女共同参画に関する満足度及び今後の重要度の認識も

決して高くなく、多くの課題が残されています。 

 この計画は、大淀町で暮らすすべての人々が、青年期から壮年期までそれぞれのライフ

ステージを通して、自らの能力を最大限発揮し、それぞれが考える幸せを実現できる町づ

くりの推進をめざし策定します。 

２．計画の位置づけ

 本計画は、下記の３つの計画を一体的に策定するものです。

（１）「男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）」第１４条第３項に位置づけら

れた「市町村男女共同参画計画」。

（２）「奈良県男女共同参画条例」第４条第２項に基づく、県が男女共同参画にかかる施

策を推進していくための指針となる計画。 

（３）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号。以下

「女性活躍推進法」といいます。」第６条第２項に基づく、「市町村推進計画」。 
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３．計画の期間 

 計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。また、必要に応じて

計画の見直しを行います。 

４．計画の基本理念・将来像 

 第４次大淀町総合計画 後期基本計画では、すべての分野において尊重する基本理念と

これからのまちづくりの目標の姿として、将来像を次のように定めています。本計画を策

定、推進していくためにも様々な人や組織等が協力しあう「協働」「共有」「共感」の理

念を大切にしながら男女共同参画社会の実現に向けて取組んでいきます。 

第２章 計画の体系・推進体制 

１．計画の体系 

 本町では、大淀町総合計画の基本理念に基づき、５つの基本方針とそれぞれの基本施策

を設定し、男女共同参画社会の実現に努めます。 

２．計画の推進体制 

（１）庁内推進体制の整備 

 大淀町役場のあらゆる部署において男女共同参画社会づくりの重要性を認識し、職員一

人ひとりが男女共同参画についての理解を深めるために、全庁的かつ総合的に取組みを推

進します。 
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（２）住民・県・関係団体等との連携 

 本計画における各種施策を総合的かつより効果的に推進していくためには、地域住民及

び県をはじめとする各種団体等と協働して、連携しながら取組んでいくことが必要不可欠

です。 

地域住民の意見や提言等を各種施策に反映させ、地域全体として取組んでいくことが重

要であることから、各種会議等への参画を積極的に検討し、その実現に努めます。 

第３章 施策の基本方針・成果指標 

 「第２章 １．計画の体系」記載の５つの基本方針に基づき、具体的な施策の方向性に

ついての指標を設定します。 

 性別による固定的な役割分担意識や差別意識を払拭し、すべての人が参画しやすい社会

の実現に向け、県、関係団体等とも連携しながら、様々な機会を通じて男女共同参画に関

する啓発を進めます。また、性差別の解消をテーマとした啓発を実施します。 

○現状と課題                                    

 令和元年度に実施された「奈良県女性活躍推進に関する意識調査」（県女性活躍推進

課）のデータに基づくと、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という固定的性

別役割分担意識に肯定的な人の割合は４２．９％で、前回調査よりも６．７ポイント減少

しましたが、全国調査（３５．０％）と比べると７．９ポイント高い状況です。肯定的な

人の割合を男女別でみると、男性は５１．１％、女性は３８．４％で、男性は女性より１

２．７ポイント高くなっています。固定的性別役割分担意識に否定的なのは、男女別・年

代別すべての中で１位が女性の２０歳代で７１．２％、２位が男性の２０歳代で６９．

７％、これは前回調査と比べると、いずれも１５ポイント以上増加しており、若い人の意

識は大きく変わってきていることが読み取れます。 

Ｒ１「奈良県女性活躍推進に関する意識調査」（県女性活躍推進課）
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しかし、個別の項目について、男女どちらの役割と考えるかと尋ねると、「日常の家

事」「乳幼児の世話」は女性の役割と答える人の割合が高く、「子どもの教育としつけ、

学校行事」「老親や病身者の介護や看護」は男女が同じ程度の役割と答える人の割合が高

くなっています。ただ現状としては、女性がその多くを担っていることが実態であり、男

性は家事・育児等に参画したいと思っていても、時間の制約等から実際の行動にはつなが

らず、また女性も、自分で行ってしまうことがあるのではないかと考えられます。 

Ｒ１「奈良県女性活躍推進に関する意識調査」（県女性活躍推進課）

Ｒ１「奈良県女性活躍推進に関する意識調査」（県女性活躍推進課）
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さらに、「性別役割の考え」を男女別に見ると、「日常の家事」「乳幼児の世話」は、

男性だけでなく女性においても、半数以上が女性の役割と考えている状況です。 

これまでの長い歴史の中で形作られてきた性別による固定的な役割分担意識やそれに基

づく慣行などは、時代とともに変わりつつあり、今後さらに男女共同参画に関する気づき

と理解を深められる啓発を行い、意識の高揚を図っていくことが必要です。 

○成果指標                                    

指標名 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

男女共同参画に関する啓発 未実施 実施 

 「男女共同参画に関する啓発」を、令和８年度までに実施します。啓発の方法について

は、講演会、講義、ホームページや広報誌を活用した啓発、掲示による啓発等、様々な方

法、媒体を活用します。 

 男女がともに協力して仕事と家庭を両立する環境づくりを進めるために、役場が率先し

て女性の登用等を進めるとともに、性別に関わらず育児休暇、介護休暇制度の活用を進め

ます。また、保育所、認定こども園及び学童保育施設（プレジャールーム）の運営を継続

し、子育て・介護サービス等の事業の充実を図るなど、社会環境の整備に努めます。 

○現状と課題                                    

令和元年度に実施された「奈良県女性活躍推進に関する意識調査」（県女性活躍推進

課）のデータに基づくと、県職員ならびに県内の市町村職員における女性管理職割合は、

ほぼ毎年上昇しており、令和２年４月時点では県は１３．３％、県内市町村は２８．６％

となっています。しかし、本町における管理的地位における女性の割合は、令和２年４月

時点で１２％となっており、県、県内市町村と比較すれば低い水準となっています。 
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「Ｈ３０奈良県結婚・子育て実態調査（県女性活躍推進課）」「雇用均等基本調査（厚

生労働省）」「職場環境調査（県雇用政策室）」によれば、男性の育児休業については、

国や大企業が取得を推奨する制度を整えるなど、全国的にはその取得率は上昇傾向にあり

ます。県の調査では、男性の育児休暇・休業を取得した方がいいと考える人は夫・妻とも

およそ半数となっている一方で、実際に取得している人は２．０％（令和元年）とわずか

であり、取得が進んでいるとは言えないのが現状です。

Ｒ３「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画（第２期）」：大淀町
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また、令和２年度における本町男性職員の育児休業等の取得率は０％となっており、早

急な制度づくり、環境改善が急務となっています。さらに、「男性職員の配偶者出産休暇

及び育児参加のための休暇取得率・平均取得日数」についても、それぞれ０％、０日とな

っており併せて取組みを実施、推進していくことが必要です。 

Ｒ３「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画（第２期）」：大淀町

Ｒ３「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画（第２期）」：大淀町

●男性職員の育休取得率・平均取得日数（令和２年度実績）
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 令和２年度における本町職員の年次有給休暇取得日数は、９．３日となっています。総

務省が実施した「令和３年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」に基づくと「都道

府県」、「指定都市」、「市区町村」いずれの地方公共団体の平均取得日数よりも低い水

準となっています。 

「令和３年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」：総務省

＜参考＞

「令和３年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」：総務省
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○成果指標                                    

指標名 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

女性職員の管理的地位への

登用 

１２％ 

（令和４年度：８．７％）
３０％ 

町男性職員の育児休業等の

取得人数 

０人／年 

（令和４年度：３人／年）
１人／年 

町男性職員の配偶者出産休

暇及び育児参加休暇取得率 

０％ 

（令和４年度：３３．３％）
１００％ 

町職員の年次有給休暇平均

取得日数 

９．３日／年 

（令和４年度：９．０日／年）
１０日／年 

▽本町の女性職員の管理的地位への登用は、県（１３．３％）及び県内市町村（２８．

６％）と比較すれば、低い水準となっています。令和２年度実績で１２％となっている割

合を令和８年度には、３０％に引き上げられるよう、女性職員の管理的地位への登用、個

人の経験を積み重ねることができるような人事異動、人員配置、スキルアップの機会の提

供等、様々な取組みを積極的に進めてまいります。 

▽「町男性職員の育児休業等の取得人数」及び「町男性職員の配偶者出産休暇及び育児参

加休暇取得率」については令和２年度実績で、取得者がおらず、取得率も０％となってい

ます。令和８年度目標として、取得人数年間１人以上、取得率１００％を目指します。本

目標を達成するために、休暇制度の周知を徹底するとともに、対象職員に対して積極的な

働きかけを行い、制度が利用しやすい環境の醸成、代替職員の配置、職員の意識改革に努

めます。加えて、育児休業中の職員が滞りなく復職できるような支援体制を全庁あげて取

組んでいきます。 

▽町職員の年次有給休暇平均取得日数は、令和２年度で年間９．３日となっています。各

地方公共団体との比較においても低い水準となっていることから、年間１０日取得を令和

８年度までに達成できるよう、業務改善をはじめとする取得しやすい職場環境整備等に取

組んでまいります。 

 男女の区別なく、生涯において様々な知識や実践となる行動力を身につけ、地域や社会

における活躍をめざし、女性学級の実施の継続とカリキュラムの充実を図ります。 

○現状と課題                                    

 女性の社会参画をめざすとともに、知識や教養を深め、豊かな感性を養い、学級生どう

しの親睦と交流、一人ひとりが心身とも健康的で豊かな暮らしを築くことを目的として、

女性学級を組織し、年間をとおして講演会、手芸教室、軽スポーツ、健康体操等、様々な

学習活動に取組んでいます。 
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 参加人数は過去５年間、ほぼ横ばいで推移し参加年代も４０代から８０代まで幅広い年

代の方に参加いただいています。今後は、参加のない２０代、３０代の方にも参加いただ

き、より幅広い世代での交流、つながりをとおして女性の社会参画を促進させていく必要

があります。 

●女性学級参加人数・開催回数 

年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

人数（人） ５０ ５１ ５１ １５ ４６ 

回数（回） ２０ ２０ １９ ７ ７ 

※令和２年度以降は、新型コロナウイルス感染症感染対策のため、実施回数減少 

○成果指標                                    

指標名 基準値（令和元年度） 目標値（令和８年度） 

女性学級の開催回数 
１９回／年 

（令和４年度：１６回／年）
２０回／年 

 令和元年度実績で年間開催回数は、１９回となっています。今後さらに様々な学びを通

じ、女性の社会参画を促進してくため、令和８年度においては年間２０回開催を目標にし

ます。本目標達成のために、さらに幅広い世代、特に２０代、３０代の若年世代にも参加

いただけるよう、創意工夫し、カリキュラムの充実を図りながらさらに魅力ある学級運営

に努めます。また、男女がその個性に応じて能力を高め、多様な生き方を選択していくた

め、学習機会の提供など生涯学習の充実を図ります。 

 審議会や委員会などへの女性の登用及び参画を進めることにより、女性視点からのまち

づくりを推進します。 

○現状と課題                                    

 第４次奈良県男女共同参画計画（令和３年３月）に基づくと、行政の審議会等の委員に

おける女性委員の割合は、県は３０％台で推移し令和２年４月時点では、３１．３％で

す。また、県内市町村は２０％台で推移しています。 
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 本町議会議員に占める女性の比率は、１６．６％となっており、全国町村議会、県内町

村議会と比較するとやや高い水準となっています。 

●全国町村議会・県内町村議会・大淀町議会女性議員比率（令和３年１２月３１日現在） 

議員現員数 うち女性人数 女性比率 

全国町村 １０，７２５人 １，２６０人 １１．７％

県内町村 ２５６人 ３６人 １４．１％

大 淀 町 
１２人

（R5年5月1日現在：12人）

２人

（R5年5月1日現在：3人）

１６．６％

（R5年5月1日現在：25.0%）

（参考：地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派人員調（総務省）） 

○成果指標                                    

指標名 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

女性登用についての指針の

検討 
未実施 実施 

 活動あるまちづくりを推進していくためには、女性が自らの能力を十分に活かし、様々

な分野で政策決定、方針決定過程に関わり、意見や考えを反映させることができる環境が

大切です。そのためには、まちづくり等における政策決定、方針決定過程への女性の参画

の推進、女性委員のいない審議会等の解消をはじめとする男女構成比を適正化させること

「第４次奈良県男女共同参画計画」：奈良県
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が必要です。令和８年度を目標にその方針等を定めた、女性登用についての指針の策定に

努めます。 

 重大な人権侵害である女性に対する様々な形の暴力や犯罪等を未然に防止するための啓

発に努めます。 

○現状と課題                                    

 すべての暴力は、犯罪となる行為を含め重大な人権侵害であり、その対象の性別や加害

者と被害者との関係性を問わず、決して許されるものではありません。特に女性は、配偶

者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ））の被害者や性犯罪の被害者に

なることが多く、その被害も深刻です。暴力の根絶を図ることは、男女共同参画社会を形

成していくうえで、克服しなければならない重要な課題です。 

 奈良県における配偶者等からの暴力（ＤＶ）に関する令和元年の相談件数は１，２７１

件を数え、この１０年は１，０００件を超えて推移しています。ＤＶの被害者は、家族の

崩壊や報復などを懸念したりして相談しにくいなど、潜在化する傾向にあることから、相

談件数の増減は、必ずしもＤＶそのものの件数の増減とはいえません。 

全国の調査によると、配偶者から暴力等の被害を受けている人のうち、どこにも相談し

なかった人の割合は女性では約４割、男性では約７割となっています。 
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Ｒ２「男女共同参画白書」（内閣府）

性暴力被害に関しては、平成３０年１０月に開設した奈良県性暴力被害者サポートセン

ター（愛称：NARAハート）における年間の相談件数は１９９件（令和元年度）でした。全

国の調査によると、性暴力の被害に遭った人のうち、どこにも相談しなかった人の割合は

女性では約６割、男性では約４割となっています。 

Ｒ２「男女共同参画白書」（内閣府）
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○成果指標                                    

指標名 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

ＤＶ（デートＤＶ）防止啓

発活動 
未実施 実施 

 「女性に対する暴力をなくす運動」期間（毎年１１月１２日から１１月２５日）等にお

いて、女性に対する暴力を許さない社会環境をめざし、広報、啓発活動をホームページ、

広報誌、ポスター掲示等、様々な媒体等を活用しその推進を図り、相談があった際には、

速やかな町の対応はもとより、ＤＶに関する県の相談窓口および国の「ＤＶ相談の全国共

通短縮番号「＃８００８」」の周知を図ります。 
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